
 

第７回 丹波市生涯学習基本計画審議会（摘録） 

 

開催日時 

 

令和７年３月 26日（水）午後７時 00分 開会～午後９時 00分 閉会 

 

 

開催場所 

 

丹波市立氷上住民センター 大会議室 

 

出席者 

 

【委員】 

岡田龍樹委員長、蔦木伸一郎副委員長、立石実希副委員長、萬浪佳隆委員、 

足立和宏委員、藤原亨委員、西垣義之委員、松井崇好委員、大槻芳裕委員、 

石塚和彦委員、上山未登利委員、下野広志委員 

 

【事務局】 

まちづくり部長 谷水仁、市民活動課長 山内邦彦、 

地域協働係長 前田大志、生涯学習係長 渕上充之、主幹 藤原真理、 

主査 足立大希、主事 細見有加、生涯学習推進員 大西伸弘 

 

【関係部署】 

教育部次長兼学校教育課長 山本浩史 

 社会教育・文化財課長 小畠崇史、副課長兼社会教育係長 足立恵一 

 

欠席者 

 

橋本崇史委員、山内佳子委員 

傍聴者 
 

５名 

次 第 

 

１．開会 

２．委員長あいさつ 

３．会議の公開・非公開の決定について 

４．報告事項 

５．協議事項 

６．各委員からの報告・共有事項 

７．今後のスケジュール 

８．閉会 

 

資 料 

 

～配付資料～ 

【会議次第】 

【資料①】丹波市生涯学習基本計画審議会設置条例 

【資料②】丹波市まなびの里づくり協議会設置条例 

【資料③】丹波市生涯学習基本計画審議会設置条例の一部を改正する条例

の制定について 

【資料④】今後のスケジュールについて 

【資料⑤】第２期丹波市生涯学習基本計画（案） 



 

会議摘録 

発言者 発言の要旨 

 

 

事務局 

 

 

１．開会  
 

 会議録作成のため、会議の内容を録音します。 

 また、発言の際には、委員長から指名されたあとマイクを通して最初に氏名

を言っていただくようにお願いいたします。 

 

 【欠席者の報告】 

 

 

委員長 

 

２．委員長あいさつ 

 

 前回は 10月開催でしたので時間が経過しています。 

前回のことを思い出しながら、新鮮な目でもう一度計画を見ていただければ

と思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

 

 

委員長 

 

委員 

 

委員長 

３．会議の公開・非公開の決定について 

 

 個人情報が特定されることはないため、「公開」としてよろしいか。 

 

 異議なし 

 

 それでは、本会議については「公開」として進めます。 

 会議録作成のために音声も録音します。 

 

 

委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

委員長 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

 

 

事務局 

４．報告事項 

 

 報告事項について、事務局からお願いいたします。 

 

 【報告事項説明】資料①～④ 

・前回の審議会（第６回）からの経過説明 

 ・丹波市生涯学習基本計画審議会設置条例の改正について 

 ・今後のスケジュールについて 

 

 委員からご質問はありませんか。 

 

 丹波市まなびの里づくり協議会で、例年アンケート調査や事業の振り返りが

あったと思います。今年度中にＨＰなどに公開はされますか。 

 

アンケートの結果については今年度中、関連事業調査については取りまとめ

の関係上、翌年になるかも知れませんが、何らかの形でお示しをいたします。 

 

10月１日から委員を 20人に増やすということでよろしいですか。 

 

 そのとおりです。 

 

 ９月末までは今の委員さんの任期が続き、基本計画を完成させた後に委員改

選があり、新たな体制で進んでいくということです。 

 

 ４月以降は丹波市生涯学習推進審議会として開催されるということでよろし

いですか。 

 

 ４月以降は生涯学習推進審議会委員として新たに委嘱させていただきます。 



 

 

 

 

委員長 

 

 

事務局 

 

 

委員長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

５.協議事項 

 

 第２期丹波市生涯学習基本計画の内容協議について、事務局から説明をお願

いいたします。 

 

【第２期丹波市生涯学習基本計画（案）について説明】資料⑤ 

 

 

 ざっと頭から全体を説明いただきました。 

 委員の皆さんのご意見を受けて見直しをされ、修正されていました。 

 委員の皆さん、お気付きの点はございますか。 

 

・３ページ 

 他の計画は“第○次”という表記になっていますが、生涯学習基本計画は

“第２期”となっている。ほかの計画と同じように“次”にそろえた方が分か

りやすいのでは。 

 

・14ページ 

“民間の視点による情報発信”は市民プラザではなく、市民活動支援センタ

ーの取組ではないかと思います。併記または、市民活動支援センターと表記し

てもらう方がよいと思います。 

 

・19ページ 

学習していない理由に関する設問の「特に理由はない」という選択肢が令和

６年度実施の際はなかったということであれば、そのことを注釈として加えた

方がよいと思います。０％では“聞いたが、答えがなかった”と捉えられてし

まいます。 

 

・24ページ 

入力漏れと思いますが、アンケートの表の各年代ごとの集計対象者数（Ｎ＝

の部分）の数字が書かれていないため、記載をお願いいたします。 

 

・49ページ 

市民活動支援センターについて、“知識循環型生涯学習の拠点”と説明され

ていますが、これは１期計画の話になるため、２期計画でどのように表現する

か議論が必要と思います。 

 

・参考資料 

条例は、改正後のものを載せるということでよろしいか。 

 

・54ページ 

  2/25と 3/26の間に実施した事前打ち合わせも掲載が必要と思います。 

 

 第２期の“期”という表現に何か意図はありますか。 

 

特に意図はないですが、諮問時に“期”と表記しています。 

 

 14ページのことですが、市民活動支援センターという施設があるのですか。 

 

 文字数の削減等のため市民プラザと記載していましたが、ご意見があったと

おり市民活動支援センターと記載する方が適切であるため修正いたします。 

 

 

 



 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

14ページ 

“市民プラザにおいて指定管理者制度が導入され”、とありますが、市民プラ

ザではなく市民活動支援センターが適切ではないでしょうか。 

 

 全体が市民プラザという複合施設であり、指定管理者制度を導入していま

す。その中の男女共同参画センターと子育て学習センターは市直営で運営して

います。 

 

 後に文章が続いているため、副委員長が仰られるように市民活動支援センタ

ーと書いた方がよいのではないでしょうか。 

 

 市民活動支援センターと記載します。 

 

 54ページ 

 事前打ち合わせの備考欄に“ZOOM”とありますが、”ZOOM“は商品名である

ため、”オンライン“等の記載に変更してはどうでしょうか。 

 

 ご意見ありがとうございます。 

 

32ページ 

 表の外に“上段：人数（人）、下段：割合（％）”とありますが、“上段、

下段”の構成にはなっていません。 

 

 修正いたします。 

 

 47ページ 

 “誰にもが”という言葉に違和感があります。 

“誰もが”や”誰でもが“という言葉になるかと思います。 

 

 修正いたします。 

 

 35ページ 

 “社会的包摂”について触れる必要があると思います。 

 

 “社会的包摂”という言葉は一般市民にとって難しい言葉であるため、ウェ

ルビーイング同様に説明が必要と思います。 

  

 57ページ 

可能であるならば５ページ以降の策定体制のところに竹山小学校での地域と

の交流イベントを掲載いただけないかと思います。 

  

 調査、調査と並んでいる所にイベントが入ってもよいのか気になります。 

 

 アンケート調査を中心に掲載していますが、アンケートの部分とイベントの

部分を分けて掲載することは可能です。 

 

 竹山小学校での地域との交流イベントにおいてもアンケートを取っているた

め、アンケートとして５ページ以降に入れることは可能と思います。 

 

 １ページ 

 生涯学習の概念図で、“自己学習（self-study）”が枠で囲まれています

が、学校教育における宿題等も“自己学習（self-study）”になるため、重な

り合う部分があります。 

 表記するのであれば組織に関わらず個人で行う学習ということで、“個人学

習（independent-study）”の方がよいと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 基本理念の“やりたいこと”の中には、例えば昇進のための勉強等、やらな

ければならないことも含んでいます。 

求められてやらなければならなくなったことでも、それを自分がやろうとす

るのであれば、それは“やりたいこと”であると理解出来ます。 

この計画で示す“やりたいこと”とはそういった意味です。 

 

 今後も引き続き、皆さんにはご意見をいただきたいと思います。 

 

 

 

 

６．各委員からの報告、共有事項 

 

【５．協議事項に含む】 

 

 

事務局 

７．今後のスケジュール 

 

 次回審議会は令和７年４月 28日（金）午後７時から開催します。 

 この審議会がパブリックコメント前の最後の審議会になります。 

 しかし、次の審議会で合意形成が図れない場合もあると思いますので、その

場合は委員長、副委員長と調整させていただければと思います。 

 

 

 

委員長 

８．閉会 

 

第７回生涯学習基本計画審議会をこれにて終了させていただきます。 

ありがとうございました。 

 次回（第１回）生涯学習推進審議会の日程 

 令和７年４月 28日（月）19:00～21:00 

 丹波市立氷上住民センター 大会議室 

 


